
令和２事業年度

計　　算　　書　　類

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社

（　第　13　期　）



(単位：百万円）

金　額 金　額

流動資産 2,637 流動負債 3,233

現金及び預金 1,713 買掛金 389

売掛金 860 リース債務 627

貯蔵品 0 未払金 1,802

前払費用 33 未払費用 15

未収消費税等 28 未払法人税等 95

その他 0 預り金 3

前受収益 215

賞与引当金 83

その他 0

固定資産 11,292 固定負債 3,932

有形固定資産 583 長期前受収益 768

建物 55 長期未払金 2,909

工具器具備品 52 退職給付引当金 245

リース資産 476 役員退職慰労引当金 9

無形固定資産 8,383

ソフトウェア 8,300

ソフトウェア仮勘定 79

その他 4

投資その他の資産 2,324

投資有価証券 2,000 7,166

敷金及び保証金 159

繰延税金資産 165 株主資本 6,763

その他 0 資本金 1,000

貸倒引当金 △0 資本剰余金 4,102

資本準備金 1,502

その他資本剰余金 2,600

利益剰余金 1,661

その他利益剰余金 1,661

　繰越利益剰余金 1,661

純資産合計 6,763

資産合計 13,930 負債・純資産合計 13,930

貸　　借　　対　　照　　表

（令和3年3月31日現在）

負債合計

（純資産の部）

科　　　目

(資産の部）

科　　　目

（負債の部）

1



（単位：百万円）

8,137

6,987

1,150

685

464

0

2

2 5

86

1 87

383

0

36 36

346

194

△ 68 126

219

売 上 総 利 益

営 業 利 益

受 取 利 息

法 人 税 等 調 整 額

損　　益　　計　　算　　書

（自令和2年4月1日　至令和3年3月31日）

そ の 他

営 業 外 収 益

営 業 外 費 用

売 上 高

そ の 他

特 別 損 失

法人税、住民税及び事業税

税 引 前 当 期 純 利 益

固 定 資 産 除 却 損

経 常 利 益

当 期 純 利 益

金　　　　　　　　　　額科　　　　　　　目

販売費及び一般管理費

有 価 証 券 利 息

本 社 移 転 関 連 経 費

支 払 利 息

売 上 原 価

2



(単位：百万円）

その他利益
剰余金

繰越利益
剰余金

1,000 1,502 2,600 4,102 1,490 1,490 6,592 6,592

剰余金の配当 △ 49 △ 49 △ 49 △ 49

当期純利益 219 219 219 219

－ － － － 170 170 170 170

1,000 1,502 2,600 4,102 1,661 1,661 6,763 6,763

株　主　資　本　等　変　動　計　算　書

（自令和2年4月1日　至令和3年3月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

令和3年3月31日残高

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益剰余金
合計

事業年度中の変動額合計

令和2年4月1日残高

事業年度中の変動額

3
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個 別 注 記 表 

 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

（１）資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券の評価基準及び評価方法 

満期保有目的の債券 

原価法を採用しております。 

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

貯蔵品 

最終仕入原価法を採用しております。 

 

（２）固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物           3 ～ 50年 

工具器具備品       3 ～ 15年 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（1～10年）に基づいており

ます。 

③ リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 

（３）引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

売掛金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しており

ます。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付

債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 

④ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金支給規程に基づく期末要支給額を計上してお

ります。 

 

（４）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

（消費税等の会計処理） 

税抜方式によっております。 
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２．表示方法の変更に関する注記 

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第 31 号 2020年 3月 31日）の公表に伴う

「会社計算規則の一部を改正する省令」（令和 2年法務省令第 45号令和 2年 8月 12日）による改正後

の会計規則に基づき、計算書類に会計上の見積りに関する注記を記載しております。  

 

３．会計上の見積りに関する注記 

    会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る

計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 

    繰延税金資産  165百万円 

 繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っておりま

す。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発

生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、繰延税金資

産の金額に重要な影響を与える可能性があります。 

 

４．貸借対照表に関する注記 

有形固定資産の減価償却累計額  3,151百万円 

 

５．株主資本等変動計算書に関する注記 

（１）当事業年度末における発行済株式の数 

普通株式 10,000株 

 

（２）配当に関する事項 

①配当金支払額 

決 議 株式の種類 
配当金の 

総額 

1株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

令和 2年 6月 19日 

定時株主総会 
普通株式 49百万円 4,900円 令和 2年 3月 31 日 令和 2年 6月 22 日 

 

②基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決 議 株式の種類 
配当金の 

総額 

配当の 

原資 

1株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

令和 3年 6月 25日 

定時株主総会 
普通株式 51百万円 利益剰余金 5,100円 令和 3年 3月 31 日 令和 3年 6月 28 日 
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６．税効果会計に関する注記 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

未払事業税                 9 百万円 

賞与引当金                25  

減価償却超過額             329  

敷金償却超過額              1  

退職給付引当金              62  

役員退職慰労引当金             2  

その他                   5  

繰延税金資産小計             436  

評価性引当額              △271  

繰延税金資産合計             165  

 

７．金融商品に関する注記 

（１）金融商品の状況に関する事項 

① 金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については、安全性の高い金融資産で運用し、資金調達については、自己資金で賄

っております。 

② 金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、満期保有目的の

債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。 

営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であり、流動性リスクを負っております。 

ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたもの

であり、固定金利の契約であるため、金利の変動リスクはありません。 

割賦取引に係る長期未払金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、固定金利

の契約であるため、金利の変動リスクはありません。 

③ 金融商品に係るリスク管理体制 

イ）信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理 

営業債権については、経理規程に従い、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状

況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。 

満期保有目的の債券は、経理規程に従い、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスク

は僅少であります。 

ロ）市場リスク（価格の変動リスク）の管理 

投資有価証券については、定期的に時価を把握しております。 

ハ）資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

手許流動性については、経理部で月次において、一定期間の資金収支見込みを作成して管理してお

ります。 

  ④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件

等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 
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（２）金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。  

（単位：百万円） 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

（１） 現金及び預金 

（２） 売掛金 

（３） 投資有価証券 

1,713 

860 

2,000 

1,713 

860 

2,003 

－ 

－ 

3 

資産計 4,574 4,577 3 

（１） 買掛金 

（２） リース債務（１年内

返済予定を含む） 

（３） 長期未払金（１年内

返済予定を含む）

(※) 

389 

627 

 

4,618 

389 

630 

 

4,622 

－ 

3 

 

4 

負債計 5,636 5,643 7 

（※）割賦販売契約に基づく長期未払金のみを記載している。 

（注）金融商品の時価の算定方法 

資 産 

（１）現金及び預金、（２）売掛金 

これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。 

（３）投資有価証券 

満期保有目的の債券についての時価は、取引金融機関から提示された価格によっております。 

負 債 

（１）買掛金 

短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。 

（２）リース債務（１年内返済予定を含む） 

時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率

で割り引いた現在価値により算定しております。 

（３）長期未払金（１年内返済予定を含む） 

時価については、元利金の合計額を、新規に同様の割賦取引を行った場合に想定される利率で

割り引いた現在価値により算定しております。 

 

８．関連当事者との取引に関する注記 

親会社及び主要株主等                                                          （単位：百万円） 

種 類 
会社等の名称 

又は氏名 

議決権等の所有 

（被所有）割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 取引金額 科 目 期末残高 

主要株主 財務大臣 
（被所有） 

直接 50.01％ 

当社システム 

利用契約の 

締結 

使用料 

の受入 
4,340 

売 掛 金 

前受収益 

長期前受収益 

224  

152  

543  

（注）１．上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

使用料の受入については、システム開発費及びプログラム変更費等を勘案し、両者協議の上決

定しております。 
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９．１株当たり情報に関する注記 

１株当たり純資産額       676,347円 4銭 

１株当たり当期純利益額     21,982円 6銭 

 

１０．その他の注記 

資産除去債務関係 

本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく、退去時における原状回復義務につき、資産除去債務を認識して

おりますが、当該債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。なお、当該資産除去債務

の負債計上に代えて、当該不動産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合

理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。 

 

新型コロナウイルス感染症関係 

当社では、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りにおいて、計算書類作成時に入手可能な情報に

基づき、新型コロナウイルス感染症による重要な影響はないものと仮定し、翌事業年度に与える影響は軽

微であると考えております。ただし、当該仮定は不確実であり、新型コロナウイルス感染症の状況やその

経済への影響が変化した場合には、翌事業年度以降の業績に影響を及ぼす可能性があります。 


